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Ｈ３０ （年度）Ｈ１８

がん教育の推進について

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９
がん対策推進協議会資料

平成29年度以降全国

に展開することを目指

す。 

「第3期がん対策基本

計画」 

Ｈ２９．１０．２４通知 

がんに関する普及啓発リーフレット配付（県健康増進課・スポーツ健康課） 

 小６用「がんのはなし」  中３用「もっと知ろう！がんのこと」 高１用「がん予防 私たちにできることってなんだろう？」 

養護教諭研修会（対象：養護教諭） 

「がん教育のための教材」・「外部講師を用い

たがん教育ガイドライン」（文科省） 

「がん教育教材」の指導案（文科省） 

日本対がん協会作成「よくわかる！がんの授業」がん

教育アニメ教材（文科省） 

「がん教育推進のための教材指導参考資料（がん教育プログラム）」（文科省） 

養護教員研究会研修会5/23 

新 がん教育研修会5/30 

県保健主事研修会 6/15 

平成29年度 

○がん教育に関する研修会 

  がん教育研修会 5/30 

  ・日本対がん協会事業 

  ・がんに関する普及啓発リーフレット配付 

○県がん対策推進協議会と連携し、外部講師一覧

の作成 

○各研修会において周知 

新 外部講師一覧作成 10月31日 

「がん対策基本法改正」Ｈ２８．１２．１６ 

「がん対策推進基本計画」Ｈ２４～Ｈ２８ 

「がん対策基本法」Ｈ19.4.1 

国
の
動
き 

県
の
動
き 

「山梨県がん対策基本条例」Ｈ２４．４ 

「山梨県がん対策基推進計画」Ｈ２５～Ｈ２９ 

子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、

自らの健康を適切に管理し、がんに対する正しい知

識とがん患者に対する正しい認識をもつよう教育する

ことを目指し、５年以内に、学校での教育の在り方を

含め、健康教育全体の中で「がん」教育をどのように

するべきか検討し、検討結果に基づく教育的活動の

実施を目標とする 

国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びがん患者に

関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけ

るがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

（第２３条） 


